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 日常の送り迎えに関する注意事項  

日常の送り迎えについて、取り決めが守られないと学童近隣への迷惑・苦情につながるもの、また、子

供の安全に関わりますので、各ご家庭でご確認の上、ご注意・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

１．朝 9時前の登所について 

⚫ 朝の延長保育を申請していないご家庭は、9 時以降の登所を厳守して頂きますよう、ご協力をお

願いいたします。児童が到着したら、すぐに室内に入るようにしています。１分前でも延長料金

が発生してしまいますので、家を出る時間の調整をお願いします。 

⚫ 学童の周辺道路は交通量が多く、周辺で待機することは危険です。また、入居マンションには、

他の学童や店舗が入っていることから、駐輪場や廊下・階段などの共用部分で待機することは、

近隣への迷惑 (騒音・通行妨げ) となり、苦情にもつながります。 

 

ＮＧ例 ⇒ 早く来て 9 時までを学童前の道路や駐輪場、階段・廊下などの共用部分で待機する 

ＯＫ例 ⇒ 仕事の都合上、急遽、9 時前の登所が必要となったので、当日、朝延長を申請した 

9 時前の登所が必要となった方は、朝延長 (8 時～、当日申請可能) の利用をお願いします。 

 

２．お迎えについて 

⚫ 新型コロナウィルス感染症予防のため、お迎えの際は室内には入らず、ドアの外でお待ちくださ

い。子供自身の片付けや、トイレ、帰宅の荷物の準備などを含め 10 分程度を要します。退出時

の時刻によっては延長料金が発生しますので、ご了承ください。なお、声が響きやすいため、廊

下では大きな声にならないようお気を付けください。 

⚫ 車でのお迎えは、原則禁止です。 

⚫ 自転車は、必ずマンション駐輪場に停めてください。周辺道路や 1 階店舗の周りは、短時間でも

駐輪禁止です。また、近隣への配慮から、お迎え時は静かにし、駐輪場や廊下・階段などの共用

部分で話し込まないよう、速やかな帰宅のご協力をお願いします。 

 

ＮＧ 例 1⇒ 車でお迎えに来る 例 2⇒「早く！早く！」と急がせる 例 3⇒ 周辺で話し込む 

    

ご家族や代理で学童へ子供を迎えに来る方々へも、必ず伝えてください。 

円滑なクラブ運営のために、ご理解およびご協力をお願いいたします。 

以 上 


